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　広報
　　山中湖

山中湖村財政状況の公表

山中湖村財政状況の作成及び公表に関する条例により、平成２４年９月末現在の財政状況を次のとおり公表します。

○国民健康保険特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 832,186 360,834 43.4

歳　出 832,186 360,023 43.3

○一般会計（歳入）　（単位：千円・％）

科　　目 予算現額 収入済額 執 行 率

村 税 3,054,030 2,855,125 93.5 

国 県 支 出 金 129,694 79,126 61.0 

各 種 交 付 金 92,018 52,869 57.5 

そ の 他 1,470,319 259,353 17.6 

計 4,746,061 3,246,473 68.4 

○一般会計（歳出）　（単位：千円・％）

科　　目 予算現額 支出済額 執 行 率

議 会 費 58,794 31,923 54.3 

総 務 費 617,396 287,498 46.6 

民 生 費 707,548 218,142 30.8 

衛 生 費 530,218 175,302 33.1 

農林水産業費 114,278 42,538 37.2 

商 工 費 375,628 125,288 33.4 

土 木 費 679,466 103,256 15.2 

消 防 費 603,473 73,903 12.2 

教 育 費 805,647 190,614 23.7 

そ の 他 253,613 40,244 15.9 

計 4,746,061 1,288,708 27.2 

○基金現在高　　　　　　　　　　　（単位：千円）

財政調整基金 3,360,128

減債基金 77,874

公共施設建設基金 133,700

災害見舞基金 6,680

土地開発基金 116,683

地域福祉基金 60,000

国保財政調整基金 32,447

介護保険給付費支払準備基金 35,673

介護従事者処遇改善臨時特例基金 4,946

○起債残高　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

一般会計 1,282,729

下水道特別会計 2,928,935

簡易水道特別会計 807,442

観光施設特別会計 222,682

○下水道特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 521,632 199,331 38.2

歳　出 521,632 198,903 38.1

○簡易水道特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 132,035 58,401 44.2

歳　出 132,035 58,340 44.2

○観光施設特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 136,711 75,806 55.4

歳　出 136,711 75,568 55.3

○介護保険特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 294,737 129,809 44.0

歳　出 294,737 129,667 44

○介護予防支援事業特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 6,906 3,199 46.3

歳　出 6,906 2,635 38.2

○後期高齢者医療特別会計　（単位：千円・％）

予算現額 収支済額 執 行 率

歳　入 109,567 52,515 47.9

歳　出 109,567 51,683 47.2
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四季新鮮
　　出あい感動

山中湖村教育委員会　TEL ６２－３８１３教育委員会だより № 29

第３６回山中湖村文化祭開催
　山中湖村文化協会主催による

文化祭が、１１月１日（木）か

ら５日（月）まで山中湖村公民

館で開催されました。

　創作品の展示や芸能発表とと

もに、日ごろの練習の成果を発

表致しました。

　来年度も多くの方のご参加、

ご来場をお待ちしております。

◇主　　催：山中湖村教育委員会

◇講　　師：小林  宏 氏（バンクーバー五輪同競技テレビ解説者）

　　　　　　カーリング塾講師の皆様

◇日　　時：１月６日（日）

　　　　　　午前コース　午前８時～１１時

　　　　　　午後コース　午後４時～５時

◇場　　所：カールプレックス  フジ

　　　　　　（山中湖村山中２９３－１８）

◇内　　容：講習・ミニゲーム

◇対　　象：小学校４年生以上

　　　　　　（村民及び村内事業所に勤務されている方）

◇募集人数：午前コース・午後コースともに先着２０名

◇参 加 費：小学生１，０００円、中学生以上１，５００円

　　　　　　※レンタルシューズ・レンタルブラシ代、保険料を含みます

◇持 ち 物：手袋、毛糸の帽子

　　　　申し込み・問い合わせ　申込書は、教育委員会窓口にあります！

　　　　　　　　　　　　　　　山中湖村教育委員会　社会体育係（長田）

　　　　　　　　　　　　　　　TEL ６２－３８１３

カーリング教室のお知らせ

▲昨年度のカーリング教室の模様
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税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより税務だより
NO.111

山中湖村役場　税務課　TEL ６２－９９７２

□今月は、固定資産税第３期・国民健康保険税第６期の納期限です。□
納期限・口座振替日：１２月２５日（火）

税金は納期限内に
納付しましょう！

私
た
ち
の
生
活
と
税

山
中
湖
中
学
校　

三
年

丸
山 　

洸

　去る１１月１９日（月）、河口湖北中学校において大月税務署管内の中学校の代表による第２７回税金弁論大会
が開催されました。大会では、山中湖中学校３年生の丸山洸さんが発表しました。

第２７回税金弁論大会開催

　

私
は
今
、
中
学
３
年
生
。
こ
れ
か
ら
の

進
路
を
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に

な
り
ま
し
た
。
高
校
へ
の
進
学
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
そ
の
も
っ
と
先
の
就
職
に
つ

い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
私
が
将
来
や
り
た
い
職
業
に

つ
い
て
、
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

私
の
将
来
の
夢
は
自
衛
官
で
す
。
東
日

本
大
震
災
で
の
自
衛
隊
の
活
動
は
、
多
く

の
人
々
を
救
い
、
支
え
た
素
晴
ら
し
い
も

の
で
し
た
。
自
衛
隊
は
、
特
別
国
家
公
務

員
と
い
う
職
業
で
、
そ
の
備
品
や
給
料
は

国
民
の
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
自
衛
隊
の
人
た
ち
は
、
皆
、
備
品

一
つ
一
つ
を
と
て
も
大
切
に
扱
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
調
べ
て
み
る
と
、
私
の
将

来
の
夢
に
は
、
税
金
が
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
私
は

改
め
て
「
税
金
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
考
え

て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、

ま
ず
は
税
金
が
私
た
ち
の
身
の
周
り
で
ど

の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
を

探
し
て
み
る
事
に
し
ま
し
た
。

　

私
が
住
ん
で
い
る
山
中
湖
村
は
、
国
際

的
な
観
光
地
で
す
。
夏
を
中
心
に
何
万
人

も
の
人
が
訪
れ
、
美
し
い
富
士
山
や
周
り

の
大
自
然
を
楽
し
み
ま
す
。
村
の
人
口
は

５
千
９
百
人
で
す
が
、
そ
の
５
倍
近
い
観

光
客
が
訪
れ
、
滞
在
し
ま
す
。
で
す
が
観

光
客
が
増
え
れ
ば
、
必
然
的
に
ゴ
ミ
の
量

も
多
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

山
中
湖
村
に
ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
山
中
湖
村

は
美
し
い
自
然
を
守
る
た
め
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
の
役
割
に
と
て
も
力
を
入
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

実
は
、
山
中
湖
村
の
ゴ
ミ
収
集
は
、
日

曜
日
を
除
い
て
毎
日
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

周
り
の
地
域
と
比
べ
て
も
、
こ
れ
だ
け
多

く
の
ご
み
収
集
日
が
あ
る
所
は
な
か
な
か

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ゴ
ミ
収
集
に
も
、
村

民
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
私
た
ち
が
毎
日
学
校
で
使
う
教

科
書
や
机
、
イ
ス
、
校
舎
に
至
る
ま
で
、

私
た
ち
は
と
て
も
多
く
の
税
金
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て

い
ま
す
。
私
た
ち
が
義
務
教
育
の
授
業
料

を
負
担
し
な
く
て
も
良
い
の
も
、
税
金
が

あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
し
て
私
た
ち
が
学
校
で
様
々
な
こ
と

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
教
え
て
く

だ
さ
る
先
生
方
の
給
料
が
、
税
金
で
賄
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
山
中
湖
中

で
は
、
カ
ナ
ダ
出
身
の
ス
マ
ー
ト
先
生
が
、

日
本
人
教
員
と
共
に
英
語
を
教
え
る
Ａ
Ｌ

Ｔ
と
し
て
勤
務
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制

度
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
身
近
な
と
こ
ろ

で
国
際
交
流
が
で
き
、
と
て
も
良
い
経
験

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
身
近
な
生
活
を
見
つ
め
て
、
改

め
て
税
金
の
役
割
や
大
切
さ
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
中
学
生
の
私
た
ち
が
負
担
し
て
い

る
税
と
い
え
ば
、
消
費
税
く
ら
い
し
か
思

い
当
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
が
、
将
来
大
人
に
な
っ
て
働
き
始

め
た
ら
、
も
っ
と
様
々
な
税
を
負
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
所
得
税
や
相
続
税
な
ど
名

前
だ
け
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、

そ
れ
が
ど
ん
な
時
に
払
う
べ
き
税
な
の
か
、

ど
ん
な
事
に
使
わ
れ
る
税
な
の
か
、
知
ら

な
い
で
払
う
の
は
不
安
で
す
。
さ
ら
に
私

が
将
来
就
き
た
い
自
衛
官
は
そ
の
税
金
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
職
業
で
す
。
私

た
ち
を
支
え
て
く
れ
る
税
金
と
い
う
も
の

が
ど
ん
な
も
の
か
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
そ

の
職
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
し
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

税
は
誰
も
が
納
め
る
義
務
が
あ
る
、
国

や
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
証
で
す
。

私
は
自
分
が
納
め
る
税
に
つ
い
て
、
し
っ

か
り
と
学
習
し
た
う
え
で
、
将
来
は
社
会

の
一
員
と
し
て
働
い
て
い
き
た
い
で
す
。

　

富
士
山
世
界
文
化
遺
産
に
ふ
さ
わ
し
い
、

自
然
豊
か
な
山
中
湖
村
を
守
り
、
税
の
仕

組
み
に
支
え
ら
れ
た
豊
か
な
日
本
の
、
よ

り
一
層
の
発
展
を
願
っ
て
・
・
・
・
。
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こくみんねんきんこくみんねんきん
●山中湖村役場　住民課

　TEL ６２－９９７３

　人権問題でお困りの方は、お気軽に最寄りの法

務局または人権擁護委員にご相談ください。相談

は無料で、秘密は厳守します。

問い合わせ・相談電話
　・子どもの人権１１０番

　　TEL ０１２０－００７－１１０

　・女性の人権ホットライン

　　TEL ０５７０－０７０－８１０

　・みんなの人権１１０番

　　TEL ０５７０－００３－１１０

　・甲府地方法務局人権擁護課

　　TEL ０５５－２５２－７２３９

　・甲府地方法務局大月支所

　　TEL ０５５４－２２－０７９９

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）及び受給資格期間の短縮のお知らせ

　国民年金は、２０歳から６０歳までの４０年の間、国民年金保険料を納めていただくことで、満額の老齢基礎年

金を受給することができる制度です。

　しかし、この間に保険料を納められなかった場合や、被保険者としての届出を忘れたことにより国民年金の資格

期間がない場合は、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなってしまうことがあり、

このような事態を避けるために、平成２４年１０月１日から、国民年金保険料を納めることができる期間を過去２

年から１０年に延長する後納制度が始まりました。

　この後納制度を利用すると、過去１０年前までの納められなかった保険料を納めることができるようになります。

（注１）

　ただし、既に老齢基礎年金を受給している方や、６５歳以上で老齢基礎年金の受給資格をお持ちの方は、後納制

度をご利用いただけませんので、ご注意願います。

　なお、後納保険料を納付するためには、事前にお申し込みいただき、審査を行う必要があります。審査の結果、

後納制度による納付をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

　また、平成２７年１０月からは、年金の受給資格期間がこれまでの２５年（３００月）から１０年（１２０月）

に短縮されることが予定されています。（注２）
　これまで受給資格を満たさなかった方が年金を受給できる場合や、後納制度を利用することで受給できるように

なる場合があります。

　後納制度及び受給資格期間の短縮に関する詳しい内容は、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの

年金事務所へお問い合わせください。

　なお、後納制度をご利用いただく際のご自身の年金記録は、ねんきんネット（http://www.nenkin.go.jp）でも

ご確認いただけます。

注１：後納保険料を納付できる期間は、平成２４年１０月１日から平成２７年９月３０日までの３年間です。また

　　　対象となる保険料は、申込月の１０年前（２４年１１月の申し込みの場合１４年１１月分未納保険料）の保

　　　険料になります。

注２：受給資格期間の短縮は、消費税の引上げの実施に合わせ、平成２７年１０月から施行される予定です。
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山中湖いきいきプラン山中湖いきいきプラン山中湖いきいきプラン
男女共同参画社会を目指して 12 月号

　第７次山中湖村いきいきプラン推進委員会の活動がスタートし、１年が過ぎました。この１年、いきいきプラン

として様々な活動をして参りました。大きな取り組みと致しまして、

湖畔清掃

役場職員と婦人会の協力で実施

住民に必要とされる自治会づくり、人を助け人に助けられる自治会

づくり

立川市大山自治会長  佐藤良子氏による講演会

５キロコースみさき・まりもコースウオーキング後、辻先生と亀田

さんによる「まりもの講演会」を開催

ぐるりんウオークへの協力・参加

　このような活動を通じ、どのようにすれば若者が山中湖村に興味を持ち、住みよい村になるのか？男女の性にか

かわらず、個々の人としてお互いが尊重し、尊敬しあえる関係作りが築けるのか？まりもにより観光発展のお手伝

いができるのか？少しではありますが、第１歩を踏み出せたように思います。

　また、現代社会の流れが早い中で、これからの課題として、

　・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）
　これは、女性が男性から受ける暴力だけでなく、女性から男性への暴力など様々なケースがあります。ごく身近

で起きているかもしれないＤＶに対し、まずは相談できる「窓口」となるものを作っていきたいと思います。

若者に目を向けた
「ダイヤモンド富士バレンタインデー」の開催

 ・つくば市国立科学博物館植物研究部へ視察

　（マリモを保護し、復活させることが、山中湖村の未来を

　明るくするのではないか）

 ・ぐんま男女共同参画センターへ視察

　（一人ひとりの “わたし” が自分らしく輝ける社会を目指

　して）

視察研修

　男女共同参画に関するあなたのご意見、身の回りであった出来事などお寄せください。

■投稿方法　住所・氏名（匿名希望有、ペンネーム有）、年齢、性別、電話番号を記入のうえ、郵便、FAX または、

　　　　　　E-mail でお申し込みください。

■送 付 先　〒４０１－０５９５　山梨県南都留郡山中湖村山中２３７－１　山中湖村役場　総務課　女性政策係

　　　　　　TEL ６２－１１１１　　FAX ６２－３０８８　　E-mail  soumu@vill.yamanakako.lg.jp

「いきいきみんなの広場」 おたより募集「いきいきみんなの広場」 おたより募集
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NO,98子育て通信
つどいの広場１２月の予定
　３日（月）子育て相談　講師　心理カウンセラー　川辺  修作 氏
　５日（水）お話し・わらべうた遊び　子育てサークル  スマイル
　７日（金）親子リトミック
１２日（水）英語で遊ぼう（午前１１時～１１時３０分）
　　　　　　講師　テリー渡辺 さん
１４日（金）もちつき大会
１７日（月）絵本の読み聞かせ（午前１１時～）
　　　　　　森の中の絵本館　石井 さん
１９日（水）クリスマス会
２１日（金）１２月生まれ誕生日会
　　　　　　かわいい手作りカードのプレゼントもあります。1 品持
　　　　　　ち寄りのランチタイムを楽しんでみてはいかがですか！
２６日（水）ミニ門松作り
　　　　　　身体測定・情報創造館の館長さんの絵本の読み聞かせタ
　　　　　　イム（午前１１時～１１時３０分）も好評です。

　　今月のスマイルの活動日は
１２月５日（水）午前１１時から
を予定しています。一緒にわらべ
歌やお話し会を楽しみましょう。
場所　つどいの広場
サークルを運営していただける方
が増え、本格的な活動が始まりま
した。これからどんどん活動を広
げながら地域の方との交流を進め
て行きたいと思います。

お知らせとお願い

今月の保育所園庭開放日　午前９時～１１時
平野保育所　園庭解放を毎日（月曜日～金曜日まで）保育所の行事等
　　　　　　の都合で利用できない日もあるので、利用の際にはお手
　　　　　　数でも保育所に確認してからの利用をお願いします。
　　　　　　　　　　問い合わせ　平野保育所　TEL ６５－８５４２
山中保育所　５日（水）・１０日（月）
　　　　　　園庭のコンディションの都合で遊べないこともあります
　　　　　　のでご了承ください。
　　　　　　　　　問い合わせ　つどいの広場　TEL ６２－２０１０

★つどいの広場の改修工事を１２
　月の中旬まで予定しています。
　広場を開設しながらの工事なの
　でご協力をお願いします。
★今年の広場開設は１２月２８日
　（金）で終了します。新年度は
　１月７日から開設します。今月の子育て教室及びイベント情報

◇日時：１２月３日（月）午前１０時～１１時３０分　　◇場所：山中保育所会議室
◇講師：心理カウンセラー　川辺  修作 先生
　優しい語り口で親子の関わりや乳幼児の特性についてわかりやすくお話ししてくださいます。個別相談も受
け付けていますので、年齢に問わずどんなことでも相談を必要な方はお知らせください。申し込みをお願いし
ます、申し込みの際に託児を希望される方はスタッフに伝えてください。

◇日時：１２月７日（金）　０歳児：１０時１５分～　１歳児以上：１０時４５分～
◇場所：山中保育所　遊戯室
◇講師：カワイ音楽教室所属　山本  理紗 先生
◇内容：子どもと親が一緒に楽しめる音楽空間を生の演奏に合わせて親子一緒に体を動かします。

◇日時：１２月１４日（金）
　　　　１０時～
◇場所：つどいの広場
昔ながらの餅つきをします。
うすときねで、つきたてのお餅を
楽しみましょう。

◇日時：１２月１９日（水）
　　　　午前１０時３０分～
◇場所：つどいの広場
つどいの広場では今年もクリスマ
ス会を計画しています。一緒にク
リスマス会を楽しみましょう。

◇日時：１２月２６日（水）
　　　　午前１０時３０分～
◇費用：材料代５００円
◇場所：つどいの広場
富士山自然学校の方々から
門松づくりを教わります。

ミニ門松づくり親子で楽しむクリスマス会つどいの広場餅つき大会！

子育て相談

親子リトミック

子育てサークル
スマイル通信

★準備の都合が
　ありますので
　申し込みをお
　願いします。

★準備の都合が
　ありますので
　申し込みをお
　願いします。

★準備の都合が
　ありますので
　申し込みをお
　願いします。
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りよだ険保護介

　今年も残りわずか、師走の月に入

りました。気持ちも体も忙しい時期

になってきました。

　今月は、こんな忙しい時期でも食

べることの大切さについてです。

おいしく楽しく食べましょう

介護保険についてのお問い合わせは

厚生課介護保険担当まで

問い合わせ　山中湖村役場　厚生課

　　　　　　介護保険担当

　　　　　　TEL ６２－９９７６

　寒くなり運動したり、体を動かす

機会が少なくなると、食べる量が

減ったり、１食抜いたりといったこ

とがあります。高齢者にとってはた

んぱく質とエネルギーが元気のもと

となり、老化や抵抗力の低下を防ぐ

こととなります。

　元気な生活を送るためには、食事

を十分とることが大切です。家族や

友人と一緒に、バランスよく食事を

楽しみましょう。

　右記の表は、低栄養を防ぎ、元気

で生活するための１０ポイントで

す。

介護保険料第３期の納期限は、１２月２５日（火）です。

◇主　　催：山中湖村食生活改善推進員会

◇日　　時：１２月６日（木）

　　　　　　午前９時３０分受付　午前９時４５分調理開始

◇場　　所：山中湖村老人福祉しあわせセンター

◇定　　員：２０名

◇参 加 費：無料

◇対 象 者：村民の方

◇申込締切：１２月４日（火）

　　　問い合わせ　山中湖村役場　厚生課　TEL ６２－９９７６

良い食生活をするための料理教室「乳製品を使って、おいしく食べよう」
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医療と介護の両方の自己負担額が高額になった世帯に、
高額介護合算療養費支給申請勧奨通知が送られます。

〈高額医療・高額介護合算療養費制度〉
○高額医療・高額介護合算療養費制度とは？
　高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽

減する制度です。１年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた金額を高

額介護合算療養費として支給します。

■今回お送りする申請勧奨は、平成２３年８月～平成２４年７月までの１年間について仮算定し、支給の

　対象となる被保険者の方に郵送します。発送は、平成２５年１月頃の予定です。

■支給のお知らせには仮計算の結果、支給できる見込額が記載されています。

　※ただし、次に該当する方には申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

　　（申請される場合は、下記までお問い合わせください。）

　◆平成２３年８月～平成２４年７月までの間に

　　・市町村を越えて転居された方

　　・他の医療保険から国民健康保険及び後期高齢者医療制度に移られた方

　　・死亡された方

■申請は平成２４年７月３１日に住所のあった市町村窓口で受け付けます。

■支給を受けるには、必ず申請が必要になります。

■申請時には、郵送物に同封されている「申請書」及び「支給申請についてのお知らせ」、印鑑、振込先

　口座の分かるもの、身分が確認できるものを持参ください。

■被保険者ご本人が亡くなられた場合は法定相続人の方の申請となりますが、別途誓約書の記入および戸

　籍の確認等が必要になる場合があります。

■申請の時効は勧奨通知がお手元に届いてから２年間です。お忘れがないよう早期の提出をお願いします。

■具体的な手続きやご不明な点については、下記窓口までご相談ください。

問い合わせ　山中湖村役場　厚生課　国民健康保険，介護保険，後期高齢者担当　TEL ６２－９９７６

やまなし思いやりパーキング制度について
　公共的な施設に設置された障害者用駐車場に障害のない人が駐車するため、障害のある人から「止められない」
という声を聞きます。
　そこで、この駐車場（思いやり駐車区画）を利用可能な人を明確にして、利用証（パーキングパーミット）を交
付することで、本当に思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるようにします。
　この取り組みを通じて、障害のない人の駐車をなくすだけでなく、山梨に住んでいる人が思いやりの心を持ち、
誰もが安心して暮らしていける社会をつくっていきます。

◇制度開始日　　　　　　　　平成２４年１１月１９日　現在、利用証の申し込みを受け付けています。

◇利用証の申請・交付窓口　　山中湖村役場厚生課、山梨県障害福祉課、山梨県保健福祉事務所

◇利用証の交付対象者　　　　身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害のある人、難
　　　　　　　　　　　　　　病患者、高齢者、妊産婦、けが人で利用証の交付基準に該当する者とします。
　　　　　　　　　　　　　　なお、利用証の交付基準については、県のホームページに掲載しています。

◇利用できる施設　　　　　　県や市町村等の公的施設、県と協定を締結したショッピングセンター等の民間施設
　　　　　　　　　　　　　　なお、利用できる施設については、県のホームページで随時掲載しています。

◇問い合わせ　　　　　　　　山梨県　障害福祉課　　　　　　　TEL ０５５－２２３－１４６０
　　　　　　　　　　　　　　山中湖村役場　厚生課　福祉担当　TEL ６２－９９７６
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平野診療所がリニューアルしました。平野診療所がリニューアルしました。
平野診療所がリニューアルしました。新しく検査装置を導入しました。

ご利用を診療所職員一同お待ちしております。

問い合わせ　℡６５－８２２９

◇診 療 日：日・月曜日

◇休 診 日：火～土曜日・祝祭日

◇診療時間：午前９時～正午

　　　　　　午後１時～５時

新しくなった医療装置

電子内視鏡装置Ｘ線撮影装置レントゲン 心電図測定器 超音波検査装置

整形外科医　医師　入
い り え

江  悠
ゆ う こ

子 先生

■専門分野：整形外科一般

■ご 挨 拶：９月より山梨赤十字病院に赴任となりました。整形外科一般を担当します。富士

　　　　　　吉田での十数年振りの生活を楽しみに参りました。開業医の先生方とは連携を取

　　　　　　らせていただき、また地域の皆様へより良い医療と選択肢を提供できるよう努め

　　　　　　てまいります。よろしくお願い申し上げます。

■診 療 日：月・火曜日の午前中

整形外科医　医師　秋
あきやま

山  幸
こうへい

平 先生

■専門分野：整形外科一般

■ご 挨 拶：昭和大学病院より１０月１日に赴任してきました。今年の３月まで沖縄県で研修

　　　　　　医生活を送っていたので、冬の寒さが人の３倍身に染みております。医師として

　　　　　　２年半、整形外科医として半年と未熟ではありますが、一生懸命頑張ります。

■診 療 日：水・金曜日の午前中

山梨赤十字病院　常勤医師着任のお知らせ

◇学　　位：医学博士　　　　　　東京医科大学（甲１６３３号）

◇専 門 医：日本外科学会　　　　専門医（第１４２９２号）

　　　　　　日本小児外科学会　　専門医（第１１０４７９号）

◇資　　格：身体障害者診断指定医

　　　　　　（膀胱または直腸機能障害の診断、小腸機能障害の診断）

　　　　　　ボットクス注射施行認定医

　　　　　　日本静脈経腸栄養学会：サポート認定医

田辺  好英 先生
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　日本人のライフスタイルの変化に伴い、若い方の「がん」が増えています。

　このため、大腸、乳、子宮について、「検診を受ける機会が少なく、がんになるのが増える年齢層」の方を対象

に国の事業として「がん検診無料クーポン券」を配布しております。

無料クーポン配布対象者

平成２５年
３月３１日の年齢

クーポンの種類

男　

性

４１歳・４６歳
５１歳・５６歳
６１歳　　　　

大腸がん検診

女　

性

４６歳　　　　
５１歳・５６歳
６１歳　　　　

大腸がん検診
乳がん検診　

４１歳　　　　
大腸がん検診
乳がん検診　
子宮がん検診

２１歳・２６歳
３１歳・３６歳

子宮がん検診

　無料クーポン券は有効期限が迫っています。
（大腸がん：１２月２１日　乳がん子宮頸がん：

１２月１５日）利用していない方はすぐに利用

されることをお勧めします。

　利用方法は、クーポン券と同封したチラシを

ご確認ください。病院での検診は事前に役場

で発行する受診券を準備する必要があります。

（クーポン券のみを持っていても検査を受けら

れません）

　すでに無料クーポン券を利用されている方は

これからも定期的に検診を受診していただき、

健康に過ごしていただきたいと思います

　検診を受けることは「恥ずかしい」「怖い」「何か言われるのが嫌」など抵抗があると思います。しかし、病気に

なっていても「痛み」などの症状が出てからの治療と比較して、症状のない早期発見では治療が全く異なり、これ

と同時に、病気になった方の身体的苦痛、精神的負担、経済的負担、時間的拘束が全く異なるため、検診を受ける

ことを勧めます。特に今回の該当者には、貴重な機会なのでがん検診を受けることを周囲の皆様も勧めてほしいと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　山中湖村役場　厚生課　６２－９９７６

　対象者には次のような無料クーポン券が配布されています。

がん検診無料クーポン券について
有効期限が迫っています。

がん検診無料クーポン券について
有効期限が迫っています。
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山中湖情報創造館１２月のイベントカレンダー　予定は天候等により変更する場合があります。ご確認のうえお出かけください。

日付 曜日 イベント名 対象 申込 費用 時間
☆毎週☆ 月 月曜日　こどもの時間 ☆小さなこどもの優先時間☆ 午前 10 時～午後 3 時
☆毎週☆ 火 PC サロン（パソコン教室） どなたでも 要 要 午前 10 時～ 11 時 30 分

1 日・8 日 土 コール・ふじまりも（合唱練習） どなたでも 要 要 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
5 日 水 やさしい植物画　木村奈保子植物画教室 どなたでも 要 午後 2 時～ 4 時
7 日 金 サテライトスクール「大相続時代に備える」① どなたでも 要 午後 2 時～ 4 時

7・14・21 日 金 リトピュアリトミック（リトミック教室） 小学生以下 要 要 午後 5 時～ 6 時
8 日 土 文学の森 12 月のネイチャーツアー＜炭のお話＞ どなたでも 要 要 午後 1 時～ 3 時

14 日 金 サテライトスクール「大相続時代に備える」② どなたでも 要 午後 2 時～ 4 時
22 日 土 情報創造館のクリスマス会 小学生以下 午後 1 時～ 3 時
23 日 日 おはなしタイム 小学生以下 午前 11 時～と午後 2 時～

〃 〃 フリーマーケット どなたでも 午前 10 時～午後 3 時
〃 〃 図書館でレゴ どなたでも 午前 10 時～午後 3 時

30 日 ･31 日 日・月 月　末　・　年　末　休　館　日

山中湖情報創造館 TEL：0555-20-2727 ／ FAX：0555-62-4000
E-mail：info@lib-yamanakako.jp
Web Site：http://www.lib-yamanakako.jp/

　　　午前９時３０分　⇔　　　　午後７時

☆月末および年末年始休館日☆ ☆閉館時間変更のお知らせ☆
１２月３０日（日）･ ３１日（月）・１月１日（火）の３日間

お休みさせていただきます。

１月２日（水）から通常通りの開館となります。

〈午前９時３０分～午後７時〉

冬季１２月～３月の間は閉館時間が２時間早くなります。

古民家【俳句の館  風生庵  と  民具展示  蒼生庵】は
１２月～来春３月２０日まで、冬季休館となります。

閉館開館

１２月のネイチャールーム
【炭のおはなし】
１２月８日（土）

午後 1 時集合
文学の森の中をインストラクターの野

口さんに案内してもらいます。たくさ

んの発見が待っています。

暖かい服装での参加をお待ちしていま

す。

☆参加費  ２０円〈保険料〉

☆要申込

サテライトスクール
現代的課題講座

「大相続時代に備える」

〜６０歳から知っておきたい

　　　　　　　　　老後のいろいろ〜

①これからのライフ＆マネープラン

　１２月７日（金）午後２時～４時

②相続と遺言はまだまだ先のこと？

　１２月１４日（金）午後２時～４時

講師：石田  充宏 氏

（野村証券株式会社

　信託銀行・保険事業部信託事業課長）

☆無料　どなたでも参加できます

☆事前のお申し込みが必要です

じょうほうそうぞうかんのクリスマスかい

１２月２２日（どようび）ごご１じ〜ごご３じ

今年のクリスマス会のゲストは、

都留文科大学の児童文化研究部のお兄さんお姉さんです。

影絵劇・大型絵本や紙芝居の読み聞かせ・歌・手遊びな

どなど…。お楽しみに！

もちろんサンタさんからのプレゼントもありますよ！

コラム　その７７

　平成２４年も最終月を迎え、今
年も残すところ１ヶ月を切ってし
まいました。光陰矢の如しとはい
いますが、何かをしても１ヶ月、
何もしなくても１ヶ月。本を読ん
でも時間は過ぎるし、本など読ま
なくても時間は過ぎてしまうもの
です。 今年の１２月は今年１年
を振り返る意味でも『写真の整理』
にチャレンジしてはいかがでしょ
うか。デジタルカメラ、ケータイ
電話、スマートフォンなどで撮影
した写真を整理しながら、今年１
年のできごとを振り返ってみるの
もよいかもしれませんね。デジタ
ル写真はシャッターを押した日時
でファイルが作成されますので、

「いつ」撮影したものなのかは自
動的に記録されます。
　また、ＧＰＳ付きのデジタルカ
メラやＧＰＳ付きのケータイ電話
で撮影した写真には緯度・経度も
記録され「どこで」撮影した写真
なのかがすぐにわかります。デジ
カメ写真整理ソフトに取り込むこ
とで、撮影日毎に振り分けたり、
ＧＰＳの位置情報から地図を表示
させることもできす。
　山中湖情報創造館ではみなさま
の “知りたい／創りたい／伝えた
い” をサポートしております。デ
ジカメ写真の整理にチャレンジす
る際にも、ぜひ私たちをご利用く
ださい。

館長　丸山  高弘
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サド侯爵夫人
あらすじ　全３幕〈１７７２〜１７９０〉

　１７７２年秋。サド侯爵は不品行の罪で斬首刑の

判決が下されていた…。

　モントルイユ夫人は、娘・ルネ（サド侯爵夫人）

の“夫を救いたい”という願いをかなえようと、サン・

フォン伯爵夫人とシミアーヌ男爵夫人に協力を依頼

する。その一方で娘の幸せを思い、サド侯爵と別れ

るよう説得するが、ルネは承知しない。すると、ル

ネの妹・アンヌから、サド侯爵と姉妹に関する驚
きょうがく

愕

の事実を告げられる。激高したモントルイユ夫人は、

二人の夫人への依頼を取り消す。

　１７７８年９月。サド侯爵の斬首刑の判決が破棄

されたとの知らせが届く。これで敵対していた母娘

３人のわだかまりもなくなったかに思えた・・・。

ところがそこへやってきたサン・フォン伯爵夫人か

ら、その知らせは１ヵ月半も前のもので、サド侯爵

は再び投獄されていること、さらに、モントルイユ

夫人の計略を知らされる。それでもルネは夫への貞

淑を貫くことをやめようとはしない。

　１７９０年４月。９ヶ月前のフランス革命勃発に

より、サド侯爵の釈放が決まる。しかし、ルネの気

持ちはサド侯爵へは向いていない。しかも、すでに

修道院へ入ることを決めたという。そこへ家政婦

シャルロットが、釈放されたサド侯爵の来訪を伝え
るが…

三島由紀夫の本棚
※「サド侯爵夫人・わが友ヒットラー」は現在新潮社より発売中です。

三島由紀夫文学館でもご購入いただけます。

「サド侯爵夫人展」日本編 １月２７日まで開催中 !!

２月５日より「世界編」を開催致します。

次号 !!
NHK 大河ドラマ「八重の桜」放送開始記念

新島八重 特集 !!

「徳富蘇峰と新島襄・八重・同志社展」開催中です!ぜひ文学館にお越しください。ご来館をお待ちいたしております。

《サド侯爵夫人展》・《徳富蘇峰と新島襄・八重・同志社展》は徳富蘇峰館で開催中です。三島由紀夫文学館で開

催中の《近代能楽集展》は間も無く終了となります。次の展示は「世界の中の三島由紀夫」を予定しております。

三島由紀夫の本棚
AYAKO  WATANABE
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ＹＡＭＡＮＡＫＡＫＯ　ＣＯＭＭＵＮ IＴＹ　ＰＬＡＺＡ　ＫＩＲＡＲＡ

山中湖交流プラザきらら

冬季講座のお知らせ

スポーツ教室を開催しています！

　昭和大学の磯田進先生をお招きして「冬こそ植物観察」の冬季講座を開催致します。冬でしか観察できない冬芽

や葉痕を紹介してくださいます。

◇日　　時：１２月１５日（土）午前９時～正午

◇場　　所：山中湖交流プラザ内　シアターひびき楽屋棟２階

◇講　　師：昭和大学講師　磯田  進 氏

◇参 加 費：無料

◇定　　員：４０名　※１２月１０日（月）締め切り

　　　　　　　　　　　　　　申し込み・問い合わせ　ＮＰＯ法人富士山自然学校（山中湖交流プラザきらら内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ２０－３１１１　　FAX ２０－３１１２

問い合わせ
　山中湖交流プラザきらら内

　スポーツ部門・スポーツ教室

　担当スタッフ

　TEL ２０－３１１１

　FAX ２０－３１１２

門松作りの体験教室
　今年もあと一ヶ月となり、クリスマス・お正月の準備の時期となりました。

「門松作り体験教室」を山中湖交流プラザきらら内「ハルニレ」で開催します。

興味のある方は、ご家族で参加してみてはいかがでしょうか。

◇実施期間：１２月２２日（土）・２３日（日）２日間

◇実施時間：午前９時～午後３時

◇体験費用：ミニ門松　1 個　１，５００円　・　一対　３，０００円

　　　　　　高さは５０cm 位・傷害保険（補償の範囲）と材料費です。

◇定　　員：１５名　※１２月１５日（土）締め切り

　　　　　　　　　　　　　　　申し込み・問い合わせ　ＮＰＯ法人富士山自然学（山中湖交流プラザきらら内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ２０－３１１１　　FAX ２０－３１１２

　きららでは、月曜日から金曜日の

平日に、各種スポーツ教室を開催し

ています。ヨガやピラティスを始め、

最近流行のノルディックウォークや

誰でも気軽に楽しめる吹き矢など、

あなたに合ったスポーツ教室がきっ

と見つかります。見学や体験（有料）

ができますので、ご興味のある方は、

ぜひ一度、お電話ください。

ノルディックウォーク

吹き矢 ピラティス

ベーシックヨガ
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ありがとうございました。

「山中湖のＫＡＢＡ」に乗りました。

お達者会開催しました。

山中湖村社会福祉協議会  １２月の予定
日　程 曜　日 内　容

毎週 火 給食サービス
7・21 日 金 いきいき交流会

14 日 金 紙おむつ配布サービス
中旬 歳末慰問

山中湖村社会福祉協議会
　南都留郡山中湖村平野１４５０
　　　　　　TEL ２８－１０１４
　　　　　　FAX ２８－１０１５

社会福祉法人　山中湖村社会福祉協議会

身近に手話を Let's  communication
今月は「温泉」「入浴」です。

お達者会開催しました。
お達者会が１０月・１１月に各地

区でそれぞれ開催されました。久

しぶりに会う友達と一緒に、おい

しい食事をとりながら、会話や歌

で楽しい時間を過ごしました。

この事業は共同

募金配分金で行

われています。
平野地区の様子山中地区の様子

「山中湖のＫＡＢＡ」に乗りました。
１１月９日（金）

いきいき交流会の活動で、１１月９日（金）に「山中湖のＫＡＢ

Ａ」に乗りました。天気も良くとても暖かな日で、気持ちよくバ

スに乗りました。

紅葉もすばらしく、湖上からみる富士山と紅葉の景色にみなさん

感動していました。

ありがとうございました。
社会福祉協議会に寄附をいただいた毛糸を利用して、デイ

サービスの利用者さんが今年の干支にちなんで、辰のパネル

とドールクリーナーを製作しました。パネルは山中湖ボラン

ティアまつりや村の文化祭に出展しました。

皆さん、たくさんの毛糸をありがとうございました。

縦１１０㎝　横１６０㎝の

大きな作品が出来上がりま

した。迫力ありますよ～

持つところは歯ブラシを

利用しています。

「温泉」
人差し指、中指、薬指を
立てた右手を左手で包み、
三本の指を少し動かす。

（温泉のマークのように）

「お風呂・入浴」
右手の拳で体をこする（体
を洗う様）

協　　力：手話サークル白鳥
イラスト：新日本語‐手話辞典より転載
　　　　　（財団法人全日本ろうあ連盟発行）
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問い合わせ　自衛隊山梨地方協力本部　募集課

　　　　　　TEL ０５５－２５３－１５９１（代）

　　　　　　自衛隊山梨地方協力本部　大月地域事務所

　　　　　　TEL ０５５４－２２－１２９８

平 成 ２ ４ 年 度
自衛官等募集案内

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日 合格発表 入（校）隊 待遇・その他

防衛大学校
学生

一般
（後期）

高卒（見込含）

21 歳未満の者
（自衛官は 23 歳未満）

1 月 23 日

2 月　1 日

　1 次試験
3 月　2 日

　2 次試験
3 月 15 日

1 次
3 月　8 日

最終
3 月 22 日

4 月上旬
修学年限 4 年
卒業後 1 年で 3 等陸・海・空尉

高等工科学校
生徒

推薦

男子で中卒（見込含）
17 歳未満の、成績優秀かつ
生徒会活動等に顕著な実績を
納め、学校長が推薦できる者

11 月　1 日

12 月　7 日

1 月 12 日

1 月 14 日
※いずれか 1 日を
　指定されます

1 月 18 日

4 月上旬 修学年限 3 年卒業後は陸士長

一般
男子で中卒（見込含）
17 歳未満の者

11 月　1 日

1 月　7 日

　1 次試験
1 月 19 日

　2 次試験
2 月　2 日

2 月　5 日

1 次
1 月 28 日

最終
2 月 22 日

貸費学生 技術

大学の理学部、工学部の 3・
4 年次または大学院（専門職
大学院を除く）修士課程在学

（正規の修業年限を終わる年
の 4 月 1 日現在で 26 歳未満

（大学院修士課程在学者は 28
歳未満）

12 月　1 日

1 月 11 日
1 月 26 日 4 月下旬 卒業（修了）後

4 月分から正規の修業年限を終わる
月まで毎月 54,000 円貸与

予備自衛官補

一般
18 歳以上
34 歳未満の者

1 月中旬～
（※詳細未定）

※詳細未定
※ 1 日を指定され
　ます

※詳細未定 ※詳細未定

階級は指定しない
教育訓練招集手当：日額 7,900 円
所定の教育訓練を修了した後予備自
衛官として任用技能

18 歳以上で国家免許資格等
を有する者

（資格により 53 歳未満～ 55
歳未満の者）

～

～

～

～

～

～

～

平成２４年末から平成２５年始のごみ処理業務は以下のとおりとなっております。

※１２月２９日（土）は、通常の可燃物収集を行います。

※持ち込み時間は午前９時から午前１１時までと、午後１時から午後４時までとなっております。

※１月４日より、通常業務となります。　　　問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　TEL ６２－５３７４

年末年始のごみ処理について

可燃物・不燃物
持込

・可燃物収集
通常業務

１２月２８日（金）

可燃物・不燃物
持込

・可燃物収集
通常業務

１２月２９日（土）

可燃物・不燃物
持込

・可燃物収集
通常業務

　１月　４日（金）

休
１２月３０日（日）

休
大 晦 日

１２月３１日（月）

休
元 日

　１月　１日（火）

休
　１月　２日（水）

休
　１月　３日（木）
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　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興

を目的として設立された退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じ

て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設

業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うと

いう、いわば業界全体での退職金制度です。

知っていますか？建退共制度

加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
掛　　　　　　金：日額３１０円

特　長

■国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。

■経営事項審査で加点評価の対象となります。

■掛金の一部を国が助成します。

■掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。

■事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

◇建退共から事業主の皆さまへのお願い
 ・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼り付けしてください。

 ・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求す

　るよう指導してください。

 

　建退共では、地震等により災害援助法が適用された皆さまに対し、各種手続きの特例措置を実施し

ております。

【 建退共制度の特例措置のお知らせ 】

建退共 検　索

問い合わせ　建退共山梨支部　TEL ０５５－２３５－４４２１

平成２４年度年末の交通事故防止県民運動
◇期　　間：１２月１日（土）～３１日（月）

◇重点目標：①飲酒運転の根絶と悪質・危険な運転の追放

　　　　　　②高齢者と子どもの交通事故防止

　　　　　　③早めのライト点灯・上向きライト活用の徹底と反射材使用の推進

　　　　　　④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

　　　　　　⑤自転車の安全（適正）利用の推進

　　　　　　⑥二輪車の交通事故防止

紅富士の湯　１２月のイベント

 ・１２月～２月の土・日・祝日は早朝６時より営業

 ・早朝屋台村も同時開催（午前 6 時～午前 9 時）

 ・１２月２１日（金）は、ゆず風呂を実施

問い合わせ　山中湖温泉　紅富士の湯　TEL ２０－２７００

■第１５回  紅富士冬まつり■第１５回  紅富士冬まつり ■冬至は絶景ゆず風呂■冬至は絶景ゆず風呂

忘新年会限定プランもございます。ぜひご利用ください。忘新年会限定プランもございます。ぜひご利用ください。
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第１２回
富士・山中湖ぐるりんウオーク
　１０月２７日（土）・２８日（日）、全国か

ら約１，０００名のウオーカーが集まり、第

１２回「富士・山中湖ぐるりんウオーク」が

開催されました。今年は新たに山中湖ロータ

リークラブと共催して７㎞のロータリークラ

ブコースを追加し、全８種類のコースで行い

ました。参加者はマスコットキャラクター「姫

まりもちゃん」の登場や紅葉などを楽しみ、

ゴール後にお楽しみ抽選会、フジマリモ汁の

無料提供、エベレスト女性最高齢登頂記録者

の渡辺玉枝さんの特別講演など、例年にない

盛り上がりを見せました。

　また、みさき・まりもコースでは、国立科

学博物館の辻先生と亀田さんによるまりもの

説明会があり、そちらも大変好評でした。

　参加されました村民の皆様、ご協力いただ

いた協力員、各種団体の皆様、誠にありがと

うございました。

n
fo

rm
a
tio

n

山中小学校緑の少年少女隊
４年生が巣箱づくり＆巣箱掛け
　１１月１３日（火）、山中小学校緑の少年少女隊

の活動として、４年生が巣箱づくりに挑戦しました。

今回の活動に当たっては、講師をお受けいただいた

高村文武先生に、材料の調達から下作りまで膨大な

時間を割いていただき、何から何まで本当にお世話

になりました。

　手作りの巣箱は、子どもたちが持ち帰って家の周

辺の木に掛けられ、野鳥の観察ができるようにしま

す。これを機に、なお一層自然を愛し大切にする心

が育っていってくれればと思います。
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お
知
ら
せ
・
催
し
・
募
集

yamanakakoi
n
fo

rm
a
tio

n
n
fo

rm
a
tio

n
厚
生
課
か
ら
お
知
ら
せ

恩
賜
林
組
合
か
ら
お
知
ら
せ

※
各
事
業
は
、
老
人
福
祉
し
あ
わ
せ
セ

　

ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

■
乳
児
健
康
相
談

日
時　

12
月
３
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
15
分
～
１
時
45
分
受
付

対
象　

平
成
23
年
12
月
、

　
　
　

平
成
24
年
５
月
、
８
月
生
ま
れ

■
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

交
付　

毎
週
月
曜
日

※
都
合
の
悪
い
方
は
厚
生
課
保
健
師
ま

　

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

時
間　

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　

午
後
５
時
15
分

場
所　

山
中
湖
村
役
場　

厚
生
課
窓
口

■
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の

　

予
防
接
種
に
つ
い
て

対
象
者

　

平
成
24
年
８
・
９
月
に
不
活
化
ポ
リ

オ
予
防
接
種
予
診
票
を
お
渡
し
し
た
方

※
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接

　

種
（
４
回
目
）
の
有
効
性
と
安
全
性

　

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
配
布
し
て

　

い
る
予
診
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

４
回
目
に
つ
い
て
は
、
３
回
目
を
終

　

了
後
12
ヶ
月
に
達
し
た
と
き
か
ら
18

■
し
め
縄
づ
く
り
体
験

日
時

　

12
月
16
日
（
日
）

　

１
回
目
：
午
前
10
時
～
正
午

　

２
回
目
：
午
後
１
時
～
３
時

場
所　

恩
賜
林
組
合

費
用　

無
料

対
象

　

富
士
吉
田
市
、
忍
野
村
、
山
中
湖
村

在
住
の
方
（
子
供
～
大
人
）

定
員　

各
回
10
名
（
事
前
予
約
）

内
容

　

普
段
、
購
入
し
て
飾
っ
て
い
る
し
め

縄
を
自
分
で
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

恩
賜
林
組
合　

森
林
文
化
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
２
）
３
３
５
５

■
恩
賜
林
組
合
無
料
法
律
相
談

相
談
日　

１
月
８
日
（
火
）

※
毎
回
奇
数
月
の
第
２
火
曜
日
で
す
。

受
付
時
間　

午
後
１
時
～
２
時

相
談
時
間　

午
後
１
時
～
４
時

対
象
者　

富
士
吉
田
市
、
山
中
湖
村
、

　
　
　
　

忍
野
村
の
住
民

費
用　

無
料

場
所　

恩
賜
林
組
合
林
業
セ
ン
タ
ー
内

※
相
談
日
前
や
電
話
で
の
受
付
・
相
談

　

は
致
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　

恩
賜
林
組
合　

演
習
地
対
策
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
２
）
３
３
５
５

■
ク
ラ
フ
ト
体
験

日
時　

常
時
開
催

　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所　

憩
い
の
家

内
容

　

木
の
実
、
木
の
枝
な
ど
自
然
素
材
を

使
っ
て
作
成
す
る
。

費
用　

５
０
０
円
（
材
料
代
）

問
い
合
わ
せ

　

恩
賜
林
憩
い
の
家

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
２
）
３
２
１
９

■
木
工
作
業
ス
ペ
ー
ス
貸
出

日
時　

平
日　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所　

木
工
所

対
象

　

富
士
吉
田
市
、
忍
野
村
、
山
中
湖
村

在
住
の
18
歳
以
上
の
方　

※
事
前
予
約

（
営
利
を
目
的
と
し
た
使
用
は
不
可
）

定
員　

１
日
10
名
程
度

内
容

　

木
工
作
業
ス
ペ
ー
ス
、
道
具
の
貸
出

　

※
材
料
に
つ
い
て
は
持
ち
込
み
で
、

　
　

自
由
に
製
作
す
る
。

費
用　

無
料

■
申
請
方
法

受
付　

12
月
10
日
（
月
）・
11
日
（
火
）

時
間　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

場
所　

山
中
湖
村
役
場　

厚
生
課

　
　
　

山
中
保
育
所
・
平
野
保
育
所

持
ち
物

　

印
鑑
・
平
成
24
年
分
給
与
支
払
報
告

書
ま
た
は
確
定
申
告
の
控
え（
父
母
分
）

（
書
類
が
揃
わ
な
い
時
は
整
い
次
第
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

※
現
在
入
所
し
て
い
る
保
育
所
で
引
き

　

続
き
保
育
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入

　

所
申
し
込
み
の
手
続
き
は
必
要
あ
り

　

ま
せ
ん
。

※
中
途
で
の
入
所
・
夏
季
の
み
の
入
所
、

　

ま
た
既
に
委
託
保
育
を
実
施
さ
れ
て

　

い
る
方
も
今
回
の
入
所
手
続
き
が
必

　

要
で
す
。

平
成
25
年
度
保
育
所
入
所
申
請

■
保
育
所
へ
入
所
で
き
る
基
準

家
庭
外
労
働

　

児
童
の
親
が
家
庭
の
外
で
仕
事
を
す

る
こ
と
が
普
通
な
の
で
、
そ
の
児
童
の

保
育
が
で
き
な
い
場
合

家
庭
内
労
働

　

児
童
の
親
が
家
庭
で
児
童
と
離
れ
て

日
常
の
家
事
以
外
の
仕
事
を
す
る
こ
と

が
普
通
な
の
で
、
そ
の
児
童
の
保
育
が

で
き
な
い
場
合

親
の
い
な
い
家
庭

　

死
亡
・
行
方
不
明
・
拘
禁
な
ど
の
理

由
に
よ
り
親
が
い
な
い
家
庭
の
場
合

母
親
の
出
産
等

　

親
が
出
産
前
後
・
病
気
・
負
傷
・
心

身
に
障
害
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
そ

の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合

病
人
の
看
護
等

　

そ
の
児
童
の
家
庭
に
長
期
に
わ
た
る

病
人
や
、
心
身
に
故
障
が
あ
る
た
め
、

親
が
い
つ
も
そ
の
看
護
に
あ
た
っ
て
お

り
そ
の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合

家
庭
の
災
害

　

火
災
・
風
水
害
・
地
震
な
ど
の
不
幸

が
あ
り
、
そ
の
家
庭
を
失
っ
た
り
破
損

し
た
た
め
、
そ
の
復
旧
の
間
、
児
童
の

保
育
が
で
き
な
い
場
合

※
受
付
期
間
に
ど
う
し
て
も
来
ら
れ
な

　

い
場
合
は
一
度
厚
生
課
に
ご
相
談
く

　

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
中
湖
村
役
場　

厚
生
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
６
２
）
９
９
７
６

　

ヶ
月
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
を
標
準

　

的
な
接
種
期
間
と
し
て
１
回
行
う
こ

　

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

７
歳
６
ヶ
月
未
満
ま
で
に
接
種
を
終

　

了
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
厚
生
課
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

山
中
湖
村
役
場　

厚
生
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
６
２
）
９
９
７
６
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森
林
所
有
者
の
皆
様
へ

　

森
林
環
境
税
を
財
源
と
し
て
、
県
で

は
今
年
度
か
ら
、
森
林
の
公
益
的
機
能

の
維
持
・
増
進
を
図
る
「
森
林
環
境
保

自
賠
責
の
有
効
期
限
!!

切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
年
々
減

少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成
23
年
の

事
故
発
生
件
数
は
約
69
万
件
、
死
傷
者

数
は
約
85
万
人
と
、
国
民
の
誰
も
が
交

通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な

り
得
る
極
め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て

お
手
伝
い
し
ま
す

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を

　

職
場
内
で
の
労
働
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
は
、
簡
易
・
迅
速
な
個
別
労
働

紛
争
解
決
制
度
（
無
料
）
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
山
梨
労
働
局
総
務
部
企

画
室
ま
た
は
、
都
留
労
働
基
準
監
督
署

の
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
ま
で
。

問
い
合
わ
せ

　

山
梨
労
働
局　

総
務
部　

企
画
室

　
　

℡
０
５
５
（
２
２
５
）
２
８
５
１

　

都
留
労
働
基
準
監
督
署

　
　

℡
０
５
５
４
（
４
３
）
２
１
９
５

い
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部
分
で

あ
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
加
害
者
に

と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
も

の
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て
の

自
動
車
の
保
有
者
に
、
自
動
車
１
台
ご

と
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

基
本
的
に
す
べ
て
の
加
害
者
の
賠
償
責

任
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の

被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を
保
障
す
る

制
度
で
あ
り
、
被
害
者
の
保
護
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自
賠
責

制
度
の
役
割
・
重
要
性
や
、
保
険
金
、

共
済
金
の
支
払
い
の
し
く
み
な
ど
十
分

に
理
解
・
認
識
す
る
こ
と
が
と
て
も
大

切
で
す
。

■
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行

　

は
法
令
違
反
で
す
！

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の
自

動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠
償

を
目
的
と
し
て
、
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
お
り
（
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
）、
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し

で
の
運
行
は
法
令
違
反
で
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

四
輪
車
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、特
に
、

車
検
制
度
の
な
い
２
５
０
㏄
以
下
の
バ

全
推
進
事
業
」を
新
た
に
実
施
し
ま
す
。

こ
の
事
業
で
は
、
所
有
者
が
費
用
負
担

す
る
こ
と
な
く
森
林
の
手
入
れ
が
で
き

ま
す
。（
県
で
定
め
た
経
費
以
内
で
実

施
し
た
場
合
）

事
業
の
内
容

①
木
が
混
み
合
っ
た
不
健
全
な
ス
ギ
・

　

ヒ
ノ
キ
・
ア
カ
マ
ツ
・
カ
ラ
マ
ツ
な

　

ど
の
人
工
林
で
の
間
伐

②
集
落
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
ヤ
ブ
化

　

し
た
里
山
で
の
伐
り
払
い
整
理

③
植
え
た
け
れ
ど
木
が
育
た
な
い
所
や

　

植
栽
で
き
ず
に
困
っ
て
い
る
山
林
で

　

の
広
葉
樹
の
植
え
付
け
と
そ
の
後
の

　

育
林
作
業

事
業
実
施
に
伴
い
生
じ
る
制
約

　

事
業
に
よ
り
20
～
30
年
間
は
、
森
林

以
外
に
転
用
し
た
り
、
木
を
一
度
に
全

部
伐
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
所
有
者
、
事
業
者
（
森
林

組
合
等
）、
県
の
三
者
で
協
定
を
結
ぶ

こ
と
に
な
り
ま
す
。

ご
注
意

　

条
件
に
よ
っ
て
は
事
業
が
実
施
で
き

な
い
場
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

山
中
湖
村
役
場　

産
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
６
２
）
９
９
７
８

助
成
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

心
身
障
害
者
自
動
車
燃
料
費

　

富
士
・
東
部
地
区
在
住
の
心
身
に
障

害
が
あ
る
方
を
対
象
に
請
求
受
付
を
行

い
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

恩
賜
林
組
合　

森
林
整
備
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
２
）
３
３
５
５

記
帳
相
談
日
開
設

南
都
留
中
部
商
工
会

　

正
し
い
記
帳
は
税
務
申
告
の
基
礎
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
経
営
改
善
の
道
し

る
べ
で
す
。毎
日
正
し
く
記
帳
し
ま
し
ょ

う
。
こ
ん
な
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

・ 

帳
簿
の
つ
け
方
が
わ
か
ら
な
い
。

 

・ 

必
要
経
費
と
家
計
費
の
区
分
が
は
っ

　

き
り
し
な
い
。

 

・ 

帳
簿
を
つ
け
な
い
の
で
黒
字
な
の
か

　

赤
字
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

日
時　

12
月
13
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時

　
　
　
（
正
午
か
ら
午
後
1
時
を
除
く
）

場
所　

南
都
留
中
部
商
工
会　

事
務
室

対
象　

個
人
事
業
者

問
い
合
わ
せ

　

南
都
留
中
部
商
工
会

　
　
　
　
　
　

℡
（
６
２
）
０
９
４
０

イ
ク
（
原
動
機
付
自
転
車
・
軽
二
輪
自

動
車
）
は
、
有
効
期
限
切
れ
、
か
け
忘

れ
に
ご
注
意
を
！

　

な
お
、
自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容

は
、http://w

w
w

.jibal.jp

で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

山
梨
運
輸
支
局

　

企
画
輸
送
監
査
部
門

　
　

℡
０
５
５
（
２
６
１
）
０
８
８
０

請
求
書
用
紙
の
入
手
方
法

　

市
町
村
福
祉
課
の
窓
口
及
び
保
健
福

祉
事
務
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
保
健
福

祉
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印

刷
で
き
ま
す
。

受
付
期
間
及
び
時
間

・
１
月
８
日
（
火
）
～
２
月
８
日
（
金
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く
）

 

・
郵
送
は
２
月
８
日
（
金
）
消
印
ま
で

　

有
効

会
場
で
の
受
付
日

 

・
山
梨
県
富
士
吉
田
合
同
庁
舎

（
１
回
目
）
１
月
15
日
（
火
）

（
２
回
目
）
１
月
31
日
（
木
）

※
他
会
場
で
も
受
付
し
て
お
り
ま
す
。

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

　

必
ず
請
求
書
用
紙
記
載
の
留
意
事
項

を
ご
確
認
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
郵
送
先

　

〒
４
０
３
‐
０
０
０
５

　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
１
‐
２
‐
15

　

富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　

福
祉
課　
　

℡
（
２
４
）
９
０
４
７

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」
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第
一
歩
で
す

相
談
は
解
決
に
向
け
た

■
多
重
債
務
で
お
悩
み
の
方

　

多
重
債
務
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

一
人
で
悩
ま
ず
〝
ま
ず
相
談
〟

　

電
話
や
面
談
に
よ
り
相
談
を
受
け
、

内
容
に
応
じ
た
法
律
の
専
門
家
に
引
継

ぎ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

相
談
窓
口

 

・
関
東
財
務
局　

甲
府
財
務
事
務
所

　

多
重
債
務
相
談
窓
口

　

平
日　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

　
　
　
　

午
後
１
時
～
４
時
30
分

　
　

℡
０
５
５
（
２
５
３
）
２
２
６
１

 

・
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　

平
日　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
　

℡
０
５
５
（
２
２
３
）
１
３
６
６

　
　

℡
０
５
５
（
２
３
５
）
８
４
５
５

 

・
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
地
方
相
談
室
）

　

平
日　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
　

℡
０
５
５
４
（
４
５
）
５
０
３
８

■
不
審
な
投
資
勧
誘
を
受
け
て
い
る
方

　

高
齢
者
を
中
心
に
、
株
や
社
債
の
取

引
に
ま
つ
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て

い
ま
す
。

冬
の
Ｅ
ｙ
ｅ
愛
ひ
と
み
相
談
会

　

お
子
様
の
見
え
方
に
つ
い
て
不
安
を

感
じ
て
い
る
方
、
成
人
さ
れ
て
か
ら
目

に
障
害
を
持
ち
悩
ん
で
い
る
方
、
視
覚

に
課
題
が
あ
る
子
ど
も
さ
ん
を
指
導
さ

れ
て
い
る
先
生
な
ど
、
目
の
こ
と
で
お

悩
み
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　

12
月
９
日
（
日
）

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

会
場　

山
梨
県
立
盲
学
校

　
　
　
（
甲
府
市
下
飯
田
２
‐
10
‐
２
）

相
談
費
用　

無
料

申
し
込
み
方
法

　

12
月
６
日
（
木
）
ま
で
に
電
話
で
申

し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。
電
話
受
付

時
間
は
、
平
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　

山
梨
県
立
盲
学
校　

担
当　

吉
田

　
　

℡
０
５
５
（
２
２
６
）
３
３
６
１

法
律
相
談
所
新
規
開
設

山
梨
県
弁
護
士
会
に
よ
る

場
所

 

・
富
士
五
湖
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

富
士
吉
田
市
下
吉
田
１
６
４
３
‐
１

　

富
士
吉
田
商
工
会
議
所
内
３
階

 

・
東
部
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

大
月
市
御
太
刀
１
‐
14
‐
24

　

大
月
商
工
会
館
３
階

相
談
開
催
日

 

・
富
士
五
湖
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

週
４
回　

月
・
火
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
　
（
祝
祭
日
を
除
く
）

 

・
東
部
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

週
１
回　

水
曜
日（
祝
祭
日
を
除
く
）

相
談
時
間　

午
後
１
時
～
４
時

　
　
　
　
　

原
則
１
人
30
分

相
談
内
容

　

相
続
・
離
婚
・
賃
金
・
土
地
問
題
・

破
産
・
過
払
い
金
の
請
求
・
労
働
問
題

等
様
々
な
法
律
問
題
に
対
応
し
ま
す
。

相
談
料　

５
，
２
５
０
円
（
30
分
）

法
テ
ラ
ス
の
利
用

　

当
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、
法
テ
ラ
ス
に

よ
る
民
事
法
律
扶
助
の
無
料
相
談
が
利

用
可
能
で
す
。
詳
し
い
こ
と
を
お
聞
き

　

知
ら
な
い
人
か
ら
の
電
話
や
郵
便
に

よ
る
「
未
公
開
株
・
社
債
」
な
ど
の
勧

誘
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

不
審
に
思
っ
た
ら
、
安
易
に
信
じ
な

い
・
す
ぐ
に
応
じ
な
い
、
ま
ず
は
相
談

窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
無
登
録
業
者
に
よ
る
未
公
開
株
の
売

　

付
け
は
原
則
と
し
て
無
効
で
す
。

相
談
窓
口

 
・
財
務
省　

関
東
財
務
局

　

証
券
監
督
第
１
課

　
　

℡
０
４
８
（
６
１
３
）
３
９
５
２

 

・
富
士
吉
田
警
察
署

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
２
）
０
１
１
０

 

・
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

℡
０
５
５
（
２
２
３
）
１
３
６
６

　
　

℡
０
５
５
（
２
３
５
）
８
４
５
５

　

山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
地
方
相
談
室
）

　
　

℡
０
５
５
４
（
４
５
）
５
０
３
８

■
所
有
地
に
国
有
地
が
介
在
し
て
い
る
方

　

皆
さ
ん
の
所
有
地
に
、
機
能
を
失
っ

た
旧
道
路
（
里
道
）
や
旧
水
路
、
地
番
の

な
い
土
地
が
入
り
込
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。

　

敷
地
内
の
こ
う
し
た
土
地（
国
有
地
）

は
、
建
物
を
建
て
替
え
る
時
や
売
買
し

よ
う
と
す
る
時
に
支
障
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
早
い
う
ち
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口

　

関
東
財
務
局

　

甲
府
財
務
事
務
所　

管
財
課

　
　

℡
０
５
５
（
２
５
３
）
２
２
６
１

に
な
り
た
い
方
は
、法
テ
ラ
ス
山
梨（
℡

０
５
０
‐
３
３
８
３
‐
５
４
１
１
）
ま

で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

山
梨
県
弁
護
士
会

　

法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　

℡
０
５
５
（
２
３
５
）
７
２
０
２

　

富
士
北
麓
森
林
組
合

　
　
　
　
　
　

℡
（
７
２
）
２
３
０
０

　

富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所

　
　

℡
０
５
５
４
（
４
５
）
７
８
１
３

エ
イ
ズ
夜
間
検
査
に
つ
い
て

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

　

12
月
１
日
は
「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

で
す
。こ
れ
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世
界
保
健
機
関
）

が
世
界
的
レ
ベ
ル
で
の
エ
イ
ズ
ま
ん
延

防
止
と
患
者
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
に
対
す

る
差
別
や
偏
見
の
解
消
を
図
る
た
め
に

定
め
た
記
念
日
で
す
。
し
か
し
エ
イ
ズ

患
者
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
報
告
数
は
依

然
と
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
あ
わ
せ
、
保
健
所
で
は
希
望

す
る
方
に
エ
イ
ズ
夜
間
検
査
を
実
施
し

ま
す
。
検
査
は
匿
名
・
無
料
で
受
け
ら

れ
ま
す
が
、
予
め
電
話
に
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

夜
間
検
査

　

12
月
４
日
（
火
）、
11
日
（
火
）

　

午
後
５
時
～
７
時
（
受
付
）

通
常
検
査

　

月
曜
～
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
受
付
）

※
検
査
は
即
日
検
査
で
結
果
は
１
時
間

　

以
内
で
わ
か
り
ま
す
。

※
感
染
の
心
配
が
あ
っ
た
日
か
ら
３
ヶ

　

月
ほ
ど
経
過
し
て
い
な
い
と
正
確
な

　

検
査
結
果
が
出
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
・
検
査
予
約
受
付

　

富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　

地
域
保
健
課

　
　
　
　
　
　

℡
（
２
４
）
９
０
３
５
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　広報
　　山中湖

「広報山中湖」は資源保護とリサイクル促進のため再生紙を使用しています。

日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

1先負

紅富士「冬まつり」
（土日祝日朝 6 時～）

◇コール・ふじまりも

2仏滅 3大安 4赤口 5先勝 6友引 7先負 8仏滅

山中湖村長選挙投票日

　 立入日

◇こどもの時間

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

給食サービス
◇パソコン教室

　 不燃物収集日
　 持込（可燃のみ）

◇やさしい植物画

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

　 ＰＥＴ収集日
　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

いきいき交流会
◇サテライトスクール
◇リトミック教室

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

◇コール・ふじまりも
◇ネイチャーツアー

9大安   10赤口   11先勝   12友引   13大安   14赤口   15先勝

　 立入日

◇こどもの時間

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

給食サービス
◇パソコン教室

　 不燃物収集日
　 持込（可燃のみ）

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

◇サテライトスクール
◇リトミック教室

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

  16友引   17先負   18仏滅   19大安   20赤口   21先勝   22友引

衆議院議員
　　　総選挙投票日

　 立入日

◇こどもの時間

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

給食サービス
◇パソコン教室

　 不燃物収集日
　 持込（可燃のみ）

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

　 ＰＥＴ収集日
　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

行政相談
地域リサイクル役場下
◇リトミック教室

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

◇クリスマス会

  23先負   24仏滅   25大安   26赤口   27先勝   28友引   29先負

◇おはなしタイム
◇フリーマーケット
◇図書館でレゴ

　 立入日

◇こどもの時間

　 立入日

給食サービス
◇パソコン教室

　 不燃物収集日
　 持込（可燃のみ）

石割「冬至イベント」
　ゆず風呂

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

御用納め

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

　 可燃物収集日
　 持込（可・不燃）

  30仏滅   31大安

　 立入日

大晦日

立入日 ＝ 北富士演習場立入許可日

午前 a.m．／ 午後 p.m．可燃・　　不燃・PET ＝可燃物・不燃物・PET ボトル収集日（8:30a.m．までに指定の場所に出してください。）

図書館 = 山中湖情報創造館開館　時間（9:30a.m. ～ 7:00p.m.)

持込（可燃・不燃）＝はクリーンセンターへ直接搬入可能日（9：00a.m. ～ 11:00a.m.  1:00p.m. ～ 4:00p.m.）

◇＝情報創造館にて開催 □＝きららにて開催 ○＝花の都にて開催

12月の行事予定

2 0 1 2 C A L E N D A R

Lake Yamanaka

山中湖村の人口と世帯
平成 24 年 11 月 1 日現在（　）は前月比

総人口……5,952 人（－ 12 人）
　　　　　内外国人 134 人（－ 5）
　男　……2,976 人（＋ 2 人）
　女　……2,976 人（－ 14 人）
世　帯……2,265 世帯（－ 5 世帯）

戸籍の窓  10 月届出分（敬称略）
氏
　
名
　
　
　     

歳
　
届
出
人

羽
田
　
増
子
　     

（89）
　
幸
彦

菊
地
　
金
男
　     

（78）
　
里
子

羽
田
　
良
昭
　     

（83）
　
義
行

坂
本
　
丑
昭
　     

（77）
　
秀
親

高
村
　
恒
行
　     

（81）
　
雅
人

お
く
や
み
（
死
亡
）

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
保
護
者

武
井
　
う
づ
　
　
　
　
晋
司

お
め
で
と
う（
誕
生
）

山中湖村村民憲章
　富士山のふところに生まれ、その胸の泉に汲んで、富士の子、不二の民我等。この最高

の郷土に、常に誇りと感謝を忘れず、この名山によく似合う、うるわしい里を共に築こう。

　一、富士は日本の宝。この清らかな環境と美しい大自然を、いつくしみ守ろう。

　一、富士は世界の憧れ。訪れる人を温かく迎えいれよう。

　一、心を合わせて仕事に励み、豊かな村をつくろう。

　一、文化を大切にして、良い風習を育て、明るい住みよい村をつくろう。

□ memo □

行政相談　1:00p.m. ～ 4:00p.m.　　　地域リサイクル役場下　9:00a.m. ～ 11:00a.m.

山中湖村長選挙投票日は１２月２日 （日） です。

衆議院議員総選挙 ・ 最高裁判所裁判官国民審査投票日は１２月１６日 （日） です。

　皆さんの意見を政治に反映させるための代表者を選ぶ大切な選挙です。一人ひとりの願いを政治

にいかすため、あなたの貴重な一票を大切に投票しましょう。

問い合わせ　山中湖村選挙管理委員会　TEL ６２－１１１１


